
東 北 学 院 震 災 復 興 対 策 委 員 会(第10回)次 第

日時:平 成23年6月15日(水)常 務理事会終了後

場所:土 樋キャンパス1号 館6階 会議室

委員:平 河内理事長(委 員長)・星宮学院長(副 委員長)宮 城総務担当常任理事

関谷財務担当常任理事 ・柴田人事担当常任理事 ・高橋法人事務局長 ・斎藤学務担当副学長

高木法学部長 ・永井中学校 ・高等学校長 ・久能榴ケ岡高等学校長 ・日野総務部長 ・高橋財

務部長 ・佐々木施設部長 ・佐藤庶務部長 ・斎藤庶務課長 ・若生人事課長 ・駒板財務課長

陪席:那 須監事

黙祷 委員長 平河内 健治

協 議 事 項

1、 前 回 議 事 録 確 認 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・・・lP

2、 東 日本 大 震 災 の 被 災 学 生 に 対 す る 就 職 活 動 支 援 に つ い て ・ ・ ・ ・ ・ ・・・・2～3P

3、 東 日本大震災 に伴 う大学 の復旧状況及び建物 ・構 築物復 旧工事金額 につ いて ・4P～8P

4、東日本大震災 に伴 う緊急 奨学金 申し込状況(奨 学会運営委員会 か ら)・・・9～10P

5、 東 日本大震災 学生に対す る救済措置に関す る規程 ・・・・・・ ・・・…11P

6、7月 以降の石巻 か らの通学バス運行 につ いての嘆願書 ・・・・・ ・・・…12～15P



第9回 東北学院震災復興対策委員会議事録

日 時:平 成23年6月1日(水)15:25～15:50

場 所:1号 館6階 会議室

出席委員:平 河内健治 星宮 望 宮城光信 関谷 登 柴田良孝 齋藤 誠 高木龍一郎

永井英司 湯本良次 高橋清昭、佐藤範明 高橋秀悦 日野 哲 佐 々木文彦

斎藤英夫 若生克義 駒板高明 以上17名

陪 席:那 須和良(監 事)

協議事項

1.前 回第8回 議事録確認 委員会終 了時 までに確認 いただき、承認 された。

2.東 日本大震災学生に対す る救済措置について

説明:高 橋財務部長 資料 に基づき説明があ り、予算措置す ることが承認 された。なお、6

月10日 頃に学納金納付カ ップを送付するが、救済措置対象者には減額 された納付カップが

送付される。

3.図 書館復旧作業に係る学外ボ ランティア受 け入れについて

説明:柴 田総務担当副学長 資料に基づき説明があり、大学中央図書館及び大学泉キャンパ

ス図書館に専門技能ボ ランティアを受け入れることが承認された。

4.中 学校 ・高等学校東 日本大震災生徒に対する救済措置 に関す る規程対照表

説明:永 井中学校 ・高等学校長 前回審議保留となった、中学校東 日本大震災被災生徒に対

する救済措置に関する規程の一部 を別紙資料の とお り変更するとの説明があ り承認された。

なお、修正は免除条件が満たされない状態 になった場合に、返還を義務付けた規定 を削除し

たこと。また、平成23年 度か ら25年 度入学生に対 し、入学年にかかわ らす3年 間奨学金を

給付するとしたことを、24年 入学生は2年 間、25年 度入学生は1年 間とすることが確認さ

れた ことが主な修正箇所 となる。

5.授業料減免者等の再調査(文 部科学省へ前回提出分の変更)

説明:斎 藤庶務課長 別紙資料を文部科学省に提出した事が報告され了承された。なお、積

算の数字は、従来からある制度の給付奨学金及び緊急給付奨学金は予算額を、災害緊急給付

奨学金は、前回の本委員会での財務部長試算資料から、外国人留学生授業料減免は常務理事

会上申書から、震災による被災学生に対する授業料免除については本日の協議事項2で の積

算資料から積み上げたものであるとの説明があった。

6.石 巻 ・東松島地区か らの通学バスについての嘆願書(メ ール審議)

説明:日 野総務部長 資料 に基づき説明があ り、本協議事項は既にメール審議 にて承認いた

だいたものであるとの報告がなされた。なお、6月1日 から1台 を1か 月間運行する。7月

以降についても、状況 を見ながら決めていく。

7.放 射線モニタリング情報

説明:柴 田総務担当副学長 資料に基づき説明があ り、単にモニタ リングの情報だけでは不

親切であることか ら、掲載について工夫 していくことが承認された。

以 上
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2011年5月27日

財務 部長

高橋 秀悦 殿

就職 部長 前 田 修也

東 日本 大震 災の被災学生 に対す る就職 活動支援 につ いて

(お願い)

日頃 就 職 部 の 業 務 に ご理解 いた だ き 有難 う ご ざい ます 。

さ て 、 現 在 就 職 活 動 中 の学 生 は 、 昨 今 の厳 しい就 職 環 境 の下 、 この 震 災 によ

り更 な る窮 地 に立 た され る こ と にな りま した 。

そ こで 、 就 職 部 と い た しま して は 、 現 下 の 緊急 性 に か んが み 「東 日本 大 震災

被 災 学 生 に対 す る救 済 措 置 に 関 す る 規 程」第1条 の 各 号 に該 当す る学 生 の うち 、

4年 生 学 生 に対 して 、 ① 就 職 活 動 で必 要 と され る 旅 費 の 一 部 補 助 を いた した く

存 じ ます と と も に、② 企 業 が 本 学 に 出 向 き 、 学 内 を 会 場 とす る採 用 面 接 会 を開

催 した く存 じま す 。

つき ま して は 、① に該 当す る学 生 に 対 す る 一部 補 助 の た め の給 付 金 支 給 及 び

② の 面接 会 開催 の た め の用 品 費 の 費 用 支 出 に対 す る特 別 措 置 を講 じて くだ さい

ます よ う、 ここ に お 願 い 申 し上 げ ます(詳 細 は別 紙 参 照)。

以 上2



1(旅 費)

東 日本大震災被災学生に対する「授業料減免支援措置」学生の就職活動支援として

対象:東 日本大震災学生に対する救済措置規程第1条 各号に該当する4年 生で

平成23年 度、平成24年 度当該学生への旅費の補助

就職活動対象地域:宮 城県内を除 く地域

支援限度額:1学 生30,000円 を限度 とする

手続き:就 職課 にて手続きをお こなう

選考先企業訪問後:利 用交通機関の領収書を添付。選考先(訪 問先)企 業から

証明をもらう。提出先は就職課

申請後:申 請手続きが終了したなら就職課が財務課に手続きをし、申請者個人

の口座 に振 り込む

計上金額:4,500,000円

内訳 別紙添付資料 に基づき 「授業料減免支援措置」の第1回

申請4年 生124名(学 生課報告)。 今後第3回 まで申請が

認 め られ るので想定 として150名

150名×30,000円

2(備 品)

学生が首都圏などで就職活動に出向くだけではなく、企業の方を当方へ招き面接会

などを頻繁に実施する。このことにより学生の負担は少なくなる。その面接会場を設

営するためにブース仕立て用パネル代として 平成23年 度

計 上 金 額:一 式18ブ ー ス968,100円

平 成23年 度補正予算 に以下 の とお り計上(1+2)い た します。

総計5,468,100円
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平成23年6月13日

震災復旧対策委員会

委員長 平河内 健 治 殿

施設部長

佐々木 文 彦

東日本大震災に伴う大学の復旧状況及び建物 ・構築物復旧工事金額について(報 告)

東 日本大震災に伴う大学 の復旧状況及び建物 ・構築物(大 学3キ ャンパス)に よる見積

書が提出されましたので復旧工事金額として、別紙 のとお りご報告申し上げます。

添付資料

1、 東北学院大学各キ ャンパス復旧状況の概要

2、 東北学院大学 「東 日本大震災」被害調査及び復 旧工事金額額一覧

4



【東北学院大学各キャンパスの復旧状況の概要】

2011/6/10

1.土 樋キャンパス

・現在施設全体の立入を禁止 しているのは、以下の2棟

① 礼拝堂

震災による天井崩落が発生。

現在屋根の改修を含め復旧中

工事完了は、9月 中旬 ごろ

② シップル館

老朽化 と耐震性能の不足の為、安全性を考慮 し利用不可としている。

・施設の一部を立入禁止としているのは、以下の2棟

①90周 年記念館大ホール

震災による天井崩落が発生。

現在照明器具の取替えを含め復旧中

工事完了は、8月 中旬 ごろ

②8号 館5階 押川記念ホール

震災による天井及び壁等の崩落が発生。

現在、天井 ・壁の復旧は完了 し、座席の損傷部分の修復中

工事完了は、6月 下旬 ごろ

上記以外の施設は、部分的に修復 している状態で、騒音 ・通行止め等により授業

に支障が出る恐れがある復旧、若しくは執務上支障が生じると思われるものは、夏

期休暇内において対処の予定。

2.泉 キャンパス

・現在施設全体の立入を禁止 しているのは、以下の1棟

① 体育館

震災による トラス屋根の接続部分の破断、及び梁の損傷、外部仕上げの破損等

が発生。

現在屋根等の修復を含め復旧中

工事完了は、6月 下旬ごろ

・施設の一部を立入禁止としているのは、以下の2棟

② 管理センター

震災により地盤沈下及び内部壁のひび割れ、タイルの破損等が発生。

現在給水設備の取替えを復旧中

工事完了は、6月 中旬 ごろ

③ 男子寄宿舎

震災により寄宿舎 ・食堂間の渡 り廊下の柱4本 に亀裂が発生。
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現在 コンク リー ト屋根 の撤去が完了 し、新た に金属製 の トップライ トの取付 を

計画 中。

工事完 了 は、8月 中旬 ごろ

・ 上記以外の施設は、部分的に修復 している状態で、授業に支障が出る恐れがあ

る復 旧、若 しくは執務上支障が生じると思われるものは、夏期休暇内において

対処の予定。

3.多 賀城キャンパス

現在施設全体の立入を禁止 している施設及び一部を立入禁止 としている施設はない。

但 し、部分的に修復 している状態(1・6号 館)で 、授業に支障が出る恐れがある復旧、

若しくは執務上支障が生じると思われるものは、夏期休暇内において対処の予定。

また、旭ヶ丘寄宿舎の 「賄い人住宅」は老朽化と震災により傾きが顕著となっている

為、解体の必要性があるが、予算として認め られない為、要観察の状態。

笠神グラウン ドは、津波による被災を受け、野球場(現 在使用させている)及 びサ ッ

カー場はそれぞれタールや瓦礫、腐敗土などの撤去及びグラウンド面の整備 を実施中、

工事完了は7月 下旬の見通 し、また周囲のフェンスは津波によ り破損しているため、現

状撤去 し仮設にて仮復旧の状態。フェンスの本復旧は遊歩道の復旧後になるので未定。

なお、3号 館地下の煙突アスベス ト除去工事は6/22に 完了予定

4号 館高架水槽の交換及び受水槽修理は6月 中

旭ヶ丘寄宿舎の受水槽は夏工事
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東北学院大学「東日本大震災」被害調査及び復旧工事

土樋キャンパス

泉 キャンパス

1/2ペ ー ジ
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多賀城キャンパス

2/2ペ ー ジ
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東北学院中学校 ・高等学校東 日本大震災復興工事費

【工事費用】

※6月13日 現在の見積書 による工事費一覧
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東北学院中学校 ・高等学校東 日本大震災生徒支援 ・復旧試算表

【修理費用】

※ 修理費に関しては現段階で見積額が提出されている分の金額だけを記載

修繕箇所の補助対象

【補助金1/2】

【補助金1/3】

※補助率1/2の 場合、東北学院中学校 ・高等学校負担額

※補助率1/3の 場合、東北学院中学校 ・高等学校負担額
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東北学院榴ケ岡高等学校東 日本大震災生徒支援 ・復旧試算表
【第1版 】

【生徒支援】 平成23年5月16日 作成

【見舞金】

【修理費用】

【補助金1/2】

【補助 金1/3】

※補助率1/2の 場合、東北学院榴ケ岡高等学校負担額(④ －⑤)

※補助率1/3の 場合、東北学院榴ケ岡高等学校負担額(④ －⑥)
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12

奨学会 運営委員会次第

平成23年6月9日(木)16:30～

土樋キャンパス8号 館 第3会 議室

司 会 学生課長 石井 勝雄

1・ 黙 祷

2・ 資料確認

1・ 東 北学院大学東 日本大震 災緊急 給付奨学金候補者・・・ 資料1

2・ 東北 学院大学奨学規程改 正(案)・ ・・・・・・・・・・ 資料2

3・ 議 事 議 長 学生部長 辻 秀人

4・ 議 題

1・ 東 北学院大学東 日本大震 災緊急給付 奨学金候補者・・・ 資料1

5・ 報告

東北学 院大 学奨学規 程改正(案)・ ・・・・・・・・・・・ 資料2



東 日本大震災緊急給付奨学金 申込状況(6/3現 在)

第5条

(1)

(z)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

2名

0名

0名

0名

1名

83名

0名

11名

10名

7名

11 4名

合 計

80万 円

0万 円

0万 円

0万 円

25万 円

1,245万 円

0万 円

88万 円

80万 円

70万 円

1,588万 円

1-1
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東日本大震災被災学生に対する救済措置に関する規程

第1条 東北学院大学は、東 日本大震災被災地(災 害救助法適用地域に指定された地域)

出身で、被災の大きい本学学生(平 成23年 度入学生を含む)に 対 して臨時に次の救

済措置 をとる。

(1)主 たる家計維持者が死亡 または行方不明になった場合には、当該年度の授業料の全

額 を免除す る。

(2)主 たる家計維持者が所有する自宅家屋が全壊または流失 した場合は、授業料半期分

(1年 生は後期分、2年 生以上は前期分)を 免除す る。

(3)主 たる家計維持者が所有する自宅家屋が半壊または津波によ り床上浸水 した場合は、

授業料半期(1年 生は後期分、2年 生以上は前期分)の50%を 減免する。

(4)主 たる家計維持者が、福島原子 力発電所の事故に伴 う避難指示または避難勧告等に

よ り、所有す る自宅家屋を長期にわたって使用できない場合は、授業料半期(1年 生

は後期分、2年 生以上は前期分)の50%を 減免す る。

第2条 前条 の対象となる者がすでに授業料を納入 している場合は、地震被害特別奨学金

としてそれぞれの相当額を給付する。

第3条 東北学 院大学は、平成24年 度入学試験において、東 日本大震災被災地(災 害救

助法適用地域 に指定 された地域)出 身で、以下のいずれかに該当する被災がある受験生

につ いては、入学検定料を全額免除する。

(1)主 た る家計維持者が死亡 もしくは行方不明になった場合

(2)主 たる家計維持者が負傷 し、長期加療が必要になった場合

(3)主 た る家計維持者が所有する自宅家屋が全壊または流失 した場合

(4)半 壊 、床上浸水または福島原子力発電所 の事故に伴う避難指示 もしくは避難勧告等

によ り、引き続き同家屋に居住することが困難 と認め られる場合

第4条 本規程は平成23年4月1日 よ り施行 し、平成24年3月31日 に失効す る。

附則

1.第1条 は、平成24年 度入学予定者(た だし、平成24年3月31日 までに入学手続き

を完了 した者に限る。以下同じ。)に 対 しても適用する。

2.平 成24年 度入学予定者で第1条 第1項 第1号 に該当する者に対 しては、入学後に前期

分の授業料相当額を地震被害特別奨学金として給付し、後期分の授業料については免除

とす る。

3.平 成24年 度入学予定者で第1条 第1項 第2号 から第4号 に該当する者に対 しては、入

学後に後期分の授業料について減免する。
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石巻 ・東松島地区か らの通学バスについての嘆願書

2011年6月14日

星宮 望様

前回 は、通学バ スを延長 していただき誠にありがとうございま した。困難な状祝の中、延

長していただいたバスでようやく通学することができています。利用者一同 、心より御礼

申 し上げます。

さて、

以下の通 り、お願い 申し上げます。

1、石巻 ・束松島 地区からの通学バス運行の延長

2、理由

JR東日本 のHPに よりますと、前回のお願いの段階か ら復旧に関する事項 の進展がみら

れ ませんので、今回 も通学バスの運行延長をお願い申 し上げます。

また、今回延長 していただく際は、7月 いつばいまでではなく、前期授業終了までの延長

を宜 しくお願い します。次に 、後期からの通学バスの件ですが、同HPに よりますとJR仙

石線高城町駅～矢本駅間の復旧の目処がたっていませんので通学バスが廃止 された場合 、

通学が困難な状況にな ります。 よって後期における通学バ スの延長 も合わせてご検討くだ

さい。前期いっ ぱいまでの延長の可否と、後期のバス運行見通し をセッ トで回答 していた

だければ幸いです。

さらに、次回から延長する際は、土曜日も平 日と同様に運行を お願いします。土曜日 に

授 業があるバス利用者が15名 程度おり、これまでは片道1000円 以上かけ通学してお りま

した。経済的負担 を考えて次回から土曜 日も運行 していただきたいと思い ます。

以上、通学バ ス運行延長 を、宣 しくお願いします。

1
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前回の嘆願書に添付 したデー タです。 ダイヤに変更があ りませんので、通学 バスが廃止さ

れると以下のような状況にな ります。今 一度お目をお通 しください。

当該通学 バス以外での通学 方法を検討 した結果を以下に示 します。

(1)東 北本線 での通 学 の場合

石 巻駅→ 小牛 田駅→JR仙 台駅→地下鉄 仙 台駅→ 泉 中央駅→ 大 学

6:52発7:35発8:21着8:28発8:44着9:25着(徒歩)

この場合 、1時限目 の授業 に間に合わない ため、採用で きませ ん。

(2)仙 石線での通学 の場合

(Ⅰ)石巻 → 松 島海岸→ あお ば通 り→ 地下鉄+徒 歩→ 大学

5:15発6:40発7:37着15分 十40分(8:50ま で間に合 う)

(Ⅱ)大 学→ あおば通→ 松 島海岸→ 石巻

18:00発19;10発19:50発21:18着

この場合 、(Ⅱ)よ り、多 くの人 の帰 宅時問が22:00を過 ぎて しまい、提出課題等の作

成 、予復習 、夕食等に よ り2～3時 間程度 時間が費や されて しまい ます。

また(Ⅰ)よ り、翌 日の起床 時刻 は遅 くとも4:00前 後 となるので、睡眠ll時間が多 くと

も3時 間 しか とれな いことにな り、生活 に支障をきた します。

よっ て仙石 線を利用 した通学方 法 に も解決 し難い困難が ある と言 えます。

(3)宮 スでの通学の場合

石巻駅前初 の始発バスは5:30で すが、それ以前から長蛇の列ができてお ります。また、

運賃ですが10枚 綴 り回数 券で7000円 と割高で一週間を5日 、一ヶ月を4週 間とします と

月に14000円 かか ります。 それに合わせ地下鉄 の定期代を合わせ ることとなり、通学の手

段 としては非常に割高なため採用できません。

1:記(1)(2)(3)よ り、本通学バスが廃止 され ることによって、通学が困難になる

ことが予想 されます。また通学バ スが運行されている現在の生活状況を以下に示 したいと

思います。

起床時間5:00頃

帰宅時間20:30頃

就寝時間23:30頃

このように、通学バスが運行 されている現在でも、俗に言 うギリギリの状況であ り、これ

以上の負担増は学生生活に支障をきた しよす。

2
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石巻通学バス 利用者リスト
※6/6(月)～6/10(金)の 乗車学生全員が記載。「住所」「電話」は教務システムより抽出
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石巻通学バスを利用されている学生のみなさんへ

石巻か らの通学バスは、当初の予定よ り1ヶ 月延長 して現在運行 してお りますが、未だ公共交

通機関 を利用 しての通学は容易な状況ではあ りません。JR仙 石線は、7月 末に矢本 ・石巻間の

運転が再開されるものの全線復旧については長期化することが予想され ます。 このような状況で

はあ りますが、学生の皆様 には通学バス終了後の通学方法について、各 自でご検討いただく時期

となってお ります。

つ きましては、 大学として現在利用されている皆様 にアンケー トをとらせていただき、現状の

把握 を行いたいと思いますので、利用者全員の提出をお願いいた します。

担当:東 北学院大学総務課

※重複を防ぐため学生番号は必ず記入のこと。

以下 の該当箇所に 「レ」を、○ には曜 日か数字 を記入 して ください。

Q1.通 学バスの利用頻度は? 週1～2回(往 復 朝のみ 帰 りのみ)

週3～4回(往 復 朝のみ 帰りのみ)

ほ とん ど毎 日(往 復 朝のみ 帰 りのみ)

Q2.朝1校 時がある曜日は? 曜 日 曜 日 曜 日

Q3.夜 遅 く終わ る曜 日 ・校 時 は? 曜 日 校時 曜 日 校時

Q4.通 学バス終了後の予定は?

既に、7月 以降の通学方法について 自分なりに検討 して決めている(引 越 し等も含む)

現在、いくつかの通学手段を試 しなが ら7月 以降の他の通学方法を考えている

まだ何 も考えていなかったので、他の通学手段を試 しなが ら7月 中には決定 したい

その他
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